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低圧遮断器（ブレーカ）の点検

5 6

使用開始後15年が経過しているか？

15年以下の場合

①～⑦の項目に該当する場合は
更新を検討して下さい　

15年を超える場合

更新を推奨します

事故を未然に防止することができ、給電の信頼性が向上します。

火災、感電などの危険を防止でき、 安全性が向上します。

性能が向上した機器に更新することで経済性が向上します。

遮断器の点検と   更新のメリット

需要家での日常点検時には、発熱、異臭、異音、変色、塵埃・金属屑の堆積などに注意してください。
定期点検時には、通常出来ない端子ねじの増し締めや、開閉操作、絶縁抵抗の測定などを行い、
寿命に近いと判断されるものは、遮断器、または盤の更新を計画してください。

使用開始後15年が経過している場合は更新を推奨します。
15年以下でも下記の場合に一つでも当てはまれば、盤メーカーか遮断器メーカーにご相談ください。

　　①遮断器が異常に熱くなっている　　　　　　　　②遮断器から異臭がしている

　　　

　　　③遮断器から異音がしている　　　　　　　 　　 　

　　　⑤遮断器の開閉がスムーズにできない時がある　　⑥テストボタンでの動作ができない時がある

　　　⑦遮断器の外観が変色している

   定格電流　　　　       　       開閉耐久試験条件  　　　      　         過負荷開閉試験条件

　　(A)　　　   1時間当たりの 開閉回数（回）　     　　　   試験電流 開閉回数

　　　　　　      動作回数（回）　   無通電       通電（In）　    合計　   　   （A）　   （回）　　

   In     100                   120                8500       　1500    　   10000   　     

100　  In 　315                120                7000       　1000            8000             6In              12 

315　  In 　630                  60                 4000      　 1000            5000  

630 　 In     2500                 20                 2500       　  500              3000

   2500   In                        10                 1500              500              2000

注２：規定開閉回数は下表の規格値（JIS C 8201-2-1）又は製造業者の保証値

項目　　　　　　　　　　状態

周囲温度　　　　    -5～+40℃　但し24時間の平均値が35℃を超えないこと

　湿度　　　　　    相対湿度　85％以下で結露のないこと

振動・衝撃　　　    異常な振動・衝撃を受けない状態

通電電流　　　　    平均値が定格電流の80％以下

その他　　　　　    じんあい・煙・腐食性ガスなどがないこと

注１：標準使用状態（JIS C 8201-1）

注３：使用環境の悪い場合の更新の目安（JEM-TR 142）

更新のメリット

環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　 具体例　　　　　　　　　　　　　更新時期

亜硫酸、硫化水素、塩分、高湿等の
ガスが含まれ、塵埃の少ない場所

人間が長時間滞在できず、腐食性
ガス、塵埃の特にひどい場所

地熱発電所、汚水処理場、製鉄、紙、パルプ工場等

化学薬品工場、採石場、鉱山現場等

約3～7年

約1～3年

引用：（一社）日本電機工業会HP

需要家での日常点検時には、発熱、異臭、異音、変色、塵埃・金属屑の堆積などに注意してください。
定期点検時には、通常出来ない端子ねじの増し締めや、開閉操作、絶縁抵抗の測定などを行い、
寿命に近いと判断されるものは、遮断器、または盤の更新を計画してください。

使用開始後15年が経過している場合は更新を推奨します。
15年以下でも下記の場合に一つでも当てはまれば、盤メーカーか遮断器メーカーにご相談ください。

漏電遮断器の役割

引用：厚労省ＨＰ

１　漏電とは
　通常、電気配線や電気器具類には、電気が漏れないような「絶縁」という処理が施されていますが、漏電と
は、絶縁体（電気や熱を通しにくい性質をもつ物質の総称）が劣化、破損したり、外的要因により導体
（電気を通す物質）間が電気的に接続されたりして、目的の電気回路以外に電流が流れることをいいます。
漏電は、電力の損失であるばかりか、火災や感電などの原因ともなり得る危険な現象です。

２　発生原因
　漏電には、以下のような原因が考えられます。
●  絶縁体の劣化、破損

●  水漏れ
○ 水自体の電気伝導率（物質の電気伝導のし易さを示す物性値）は低いのですが、水道水には多くの
電解質が溶解しているため、電気機器に水がかかると漏電し易くなります。

●  塩害
○ 送電機器に付着した塩分により、絶縁体が腐食することがあります。

●  アースの誤使用

●  小動物や昆虫の侵入、絶縁体の破壊
○ 小動物により、絶縁体がかじられてしまうことがあります。

●  トラッキング現象
○ コンセントとプラグの間に大量のホコリが蓄積され、それが湿気を帯びた場合に漏電することが
あります。いわゆる「タコ足配線」のような過剰なコンセントの増設は、それだけ接点部が増える
ため、トラッキング火災（コンセントから漏れ出た電流により、ホコリが発火すること）を引き起こす
可能性が高まります。

３　漏電遮断器
　労働安全衛生規則「第2編安全基準第5章電気による感電の防止（第329条から第354条）」では、漏電も
その一因である「感電災害」の防止を図るための条文が明記されており、第333条において、「漏電による
感電の危険を防止するため、当該電気機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好
であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しゃ断装置を接続しなければならない」と定められています。

　漏電遮断器は、漏電により異常な電流が流れると、0.1秒以下の速さで自動的に電気を切る装置です。分
電盤に取付けることにより、電気設備・器具の漏電による事故・災害を防ぐことができます。

　なお、1968年（昭和43年）に社団法人日本電気協会に設置された、電気技術基準調査委員会における内
線規程専門員会にて制定された「内線規程※」は、その第1編3章の「保安原則」において、漏電遮断器につ
いて、その取付け方法、選定方法、施設場所、施設方法、停電警報装置について定めています。

※　内線規程は、法令（電気事業法、経済産業省令である電気設備技術基準）で定められていない細部
の補完や、推奨的な事項が列挙されている民間規程です。

漏 電

①～⑦の項目に該当する場合は
更新を検討してください
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